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少子・高齢化の進展に伴い、医療・介護・福祉の充実は、国民の要望でありますが、医師の不足や偏

在による地域医療崩壊が懸念される中で、その必要性も一層強いものになっています。 
しかし、医療や介護の提供は、医療環境の厳しさが増すなかで、自助努力にもかかわらず、医業経

営は年々厳しさが増しております。 
国民が文化的で健康な生活を維持するために、質の高い医療や介護を安心して受けることができる

医療提供体制の整備や、健康管理・予防面についての環境づくりなどが求められています。そのために

は、医療や介護を担う病院・診療所等が医業経営の安定を図り、業務や設備施設の一層の合理化、近

代化を進め、医療関係職員の確保・育成など、確固とした経営基盤を整え継続できるものとする必要が

あります。 
このため、法整備を含めて、現在の医業経営の健全化のため、さらに進んで医業経営の長期安定、

再生産可能とするための新しい医業の構築を図り、医師をはじめ医療従事者の自発的努力が一層発

揮できるよう、また、国民の健康管理・予防などのため、税制面において次のような思い切った改革が

平成２１年度に行われるよう強く要望します。 
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○ 消費税対策 
 
・ 社会保険診療報酬等に対する消費税の非課税制度をゼロ税率ないし軽減税率による課税制度

に改めること。 
                            － 消費税 － 

 
社会保険診療報酬等に対する消費税は非課税とされているため、医療機関の仕入れに係る消

費税額（医薬品・医療材料・医療器具等の消費税額、病院用建物等の取得や業務委託に係る消

費税額など）のうち、社会保険診療報酬等に対応する部分は仕入税額控除が適用されずに、医

療機関が一応負担し、その分は社会保険診療報酬等に反映して回収されることとされています。 
しかし、この負担分は、消費税導入の際においてもその後の税率引上げ（3％→5％）の際に

おいても社会保険診療報酬に十分反映されたとはいえず、その一部は医療機関が差額を負担し

たままになっております。 
これを解消するには、社会保険診療報酬等に対する消費税を非課税制度からゼロ税率ないし

軽減税率による課税制度に改めることにより、社会保険診療報酬等に関わる一切の消費税非課

税に関する不合理を解消できます。それによって、医療の公益性にも一貫性を保つことができ、

それは他の医業税制の考え方とも共通することになります。 
したがって、社会保険診療報酬等に対する消費税の非課税制度は、ゼロ税率ないし軽減税率

による課税制度に改めるよう強く要望します。 
（消費税法第 4 条、第 6 条、第 30 条、別表第一第六号、第七号イ、第八号） 
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○ 女性医療関係者就業対策 

 

・ 病院等に勤務する医師、看護師等の職場定着を支援するため、事業所内託児所について、以

下の措置を講ずること。 

① 固定資産税等について減免措置を講ずること。 

② 子育て支援税制（事業所内託児施設の割増償却）の適用期限を延長すること。 

 

－ 法人税・固定資産税・都市計画税・不動産取得税 － 

      

 
病院等に勤務する医師、看護師等の子育て環境の不備は、勤務医師不足、看護師不足等の

原因のひとつとなっています。そこで、医師や看護師等の職場定着に大きく寄与する事業所

内託児所の設置を促すため、事業所内託児所について、固定資産税・都市計画税及び不動産

取得税の減免措置を講ずるとともに、子育て支援税制（事業所内託児施設の割増償却）

の適用期限を延長することを要望します。 

（租税特別措置法第 46 条の 4） 
 
（参考） 
  子育て支援税制の概要 

１．次世代育成支援対策推進法に規定する一般事業主行動計画を厚生労働大臣に届け出ている

こと等一定の要件を満たす青色申告法人の事業所内託児施設の設置を促進するため、特別

償却 20%（常時雇用する労働者の数が 300 人以下である法人は 30%）。 
２．適用事業年度 

適用対象資産を取得した日を含む事業年度開始から 5 年間。 
３．適用対象資産 

託児施設で、その行動計画書に従って取得し、又は建設したもののうち一定のもの。 
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○ 予防医療対策 

 

・ がん検診の受診者の自己負担分について、医療費控除の対象とすること。 

－ 所得税 － 

      

 
 がんの予防･早期発見対策として、がん検診の受診率の向上が求められており、受診率 50％
が目標とされていますが、何ら財政支援措置がとられていません。そこで、がん対策基本法

の理念を実現するためにも、受診者に対するインセンティブをもたせることが必要となりま

す。そのために、医療費控除の対象を拡大し、がん検診の受診者の自己負担分もその対象と

することを要望します。 
（所得税法第 73 条、がん対策基本法第 13 条） 
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○ たばこ対策 

 

・ たばこ対策として、たばこ税の税率を引き上げること。 

－ たばこ税・地方たばこ税 － 

      

 
たばこの喫煙による健康被害は科学的に明らかであり、「たばこの規制に関する世界保健

機関枠組条約」の批准国としても、たばこ価格の引き上げによるたばこ規制が求められてい

ます。 
たばこ対策として、たばこ税の税率を引き上げることを要望します。 

（たばこ税法第 11 条、地方税法第 74 条の 5、第 468 条） 
 
（参考） 
  たばこ税の概要 
・課税標準 

製造たばこの製造場から移出し、又は保税地域から引き取る製造たばこの本数。 
・税率 

原則として千本につき 3､552 円（道府県たばこ税 1,074 円、市町村たばこ税 3,298 円）。 
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○ 社会医療法人対策 
          

・  特定医療法人及び社会医療法人のために、寄付した場合において、以下の措置を講ずるこ

と。 

① 特定医療法人及び社会医療法人を特定公益増進法人の範囲に含めて、寄付者に対する措

置（損金算入・寄付金控除）を講ずること。 

② 個人が社会医療法人のために現物資産を寄付した場合におけるみなし譲渡所得について、

寄付者に対する措置として特定医療法人と同様に課税対象から除外すること。 

③ 個人が特定医療法人及び社会医療法人のために寄付した場合における相続財産に係る相

続税について、寄付者に対する措置として社会福祉法人と同様に課税対象から除外するこ

と。 

                  － 所得税・法人税・相続税 － 

 
特定医療法人及び社会医療法人のために、個人等が寄付した場合には、特に公益性の高い医

療の担い手である特定医療法人及び社会医療法人を支援するため、以下の措置を講ずる必要が

あります。 

特定医療法人及び社会医療法人を、法人税法第 37 条第 4 項および所得税法第 78 条第 2 項第

3 号に規定する公益の増進に著しく寄与する法人の範囲に含めることより、寄付者に対する措

置（損金算入・寄付金控除）を講ずることを要望します。 
次に、個人が社会医療法人のために現物資産を寄付した場合におけるみなし譲渡所得につい

て、寄付者に対する措置として、特定医療法人と同様に課税対象から除外することを要望しま

す。 

そして、個人が特定医療法人及び社会医療法人のために寄付した場合における相続財産に係

る相続税について、寄付者に対する措置として、社会福祉法人と同様に課税対象から除外する

ことを要望します。 
（所得税法第 78 条第 2 項第 3 号、所得税法施行令第 217 条、法人税法第 37 条第 4 項、法人

税法施行令第 77 条、措置法第 40 条、第 70 条） 
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・ 社会医療法人の認定の取消を受けた場合において、従前の剰余金が直ちに課税の対象になら

ないよう必要な措置を講ずること。 

－ 法人税 － 

      

社会医療法人の認定の取消を受けた場合には、簿価純資産価額から利益積立金額を控除し

た金額が法人税の課税対象とされますが、これでは取消後において経営を継続することが困

難となることも想定されるため、社会医療法人への移行を阻害する要因となっています。 
安心して社会医療法人に移行できるようにするため、社会医療法人の認定の取消を受けた

場合において、従前の剰余金が直ちに課税の対象にならないよう必要な措置（社会医療

法人の認定取消を受けた医療法人を税法上の非営利型法人として取り扱うなど）を講ず

ることを要望します。 
（法人税法第 64 条の 4） 

 
 

 

・ 社会医療法人が所有し、医療保健業の用に供している固定資産に係る固定資産税等を非課税

とすること。 

 

－ 固定資産税・都市計画税・不動産取得税 － 

      

 
社会医療法人が所有し、医療保健業の用に供している固定資産に係る固定資産税・都市計

画税及び不動産取得税を、下記の理由により、非課税とすることを要望します。 

 
① 社会医療法人は、持分に対する財産権は放棄され、最終的には国等に帰属する固定資

産に固定資産税を課税する必要はないこと。この点は、特定医療法人・特別医療法人・

基金拠出型医療法人等の新医療法人も同様です。 
② 地域において必要とされ厳しい要件を満たさなければならない「救急医療等確保事業」

を実施していること。 
③ 法人税法別表第二（公益法人等の表）に明記されている学校法人や社会福祉法人の固

定資産税等は非課税であること。 
（地方税法第 348 条第 2 項） 
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・ 社会医療法人が設置する看護学校等に係る固定資産税等を非課税とすること。 

 

－ 固定資産税・都市計画税・不動産取得税 － 

      

 
社会医療法人については、平成 20 年度税制改正において、医療保健業に係る法人税の非課

税が認められたところですが、医療法において、附帯業務として看護師等医療関係者の養成

に関する業務を行うことが認められています。 

社会医療法人が地域医療を支えていくためには、看護師等を確保することが必要であり、

その手段として、当該法人自ら設置する看護学校等において看護師等を養成することが重要

となります。 

また、特定医療法人については、その設置する看護学校等の固定資産税等が非課税となっ

ており、特定医療法人から社会医療法人に移行すると、看護学校等の固定資産税等が課税さ

れることになります。 

そこで、社会医療法人が設置する看護学校等に係る固定資産税・都市計画税及び不動産取

得税を非課税とすることを要望します。 

（地方税法第 348 条第 2 項第 9 号、医療法第 42 条） 
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○ 事業税対策 
 

・ 社会保険診療報酬に対する事業税非課税の特例措置を存続すること。 
－ 事業税 － 

 
社会保険医療は、社会保険診療報酬という低廉な公的価格により、国民に医療を提供すると

いう極めて公益性の高い事業であり、種々の制約が課されています。このため、これに事業税

を課すことは極めて不適切であり、現行の非課税措置は当然であります。 
したがって、現在の社会保険診療報酬制度の下では、医業水準を維持するための最低限の措

置として、引き続きこの非課税措置を存続するよう強く要望します。 
（地方税法第 72 条の 2、第 72 条の 23、第 72 条の 49 の 8、医療法第 7 条第 5 項） 

 
 
・ 医療法人の事業税については、特別法人としての事業税率による課税措置を存続すること。 

－ 事業税 － 

 
医療法人は、医療法に基づいて設立される法人で、営利を目的として開設することは認めら

れず、剰余金の配当は禁止されるなど、営利目的の普通法人とは質的に異なる特別法人です。   

また、医療法人は、地域住民に対する医療保健サービスを提供する民間医療機関の中核として、

公益性の高い法人でもあります。 
したがって、医療法人の社会保険診療報酬以外の所得に係る事業税については、特別法人と

しての普通法人より軽減された事業税率による課税措置は当然ですので、引き続きこの課税措

置を存続するよう強く要望します。 
 （地方税法第 72 条の 24 の 7、医療法第 7 条第 5 項、第 39 条、第 54 条） 
 
（参 考） 事業税の標準税率 

    （  区       分    ）               （普通法人 ）   （特別法人（医療法人）） 

   所得 400 万円以下の金額                   2.7％                2.7％ 

   所得 400 万円超 800 万円以下の金額       4.0％                3.6％ 

所得 800 万円超の金額                      5.3％                3.6％ 
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○ 産科医療対策 
 
・ 産科医・産婦人科医不足対策として、以下の措置を講ずること。 

① 分娩を取り扱う産科・産婦人科において、これらの診療科に係る自由診療報酬に係る

所得について、事業税の課税対象から除外すること。 
② 分娩を取り扱う産科・産婦人科を担う診療所については、法人税の大幅な軽減措置

を講ずること。                                           
③ 分娩を取り扱う産科・産婦人科を担う医師（個人事業主及び勤務医師）の所得税の大

幅な軽減措置を講ずること。 
 － 事業税・法人税・所得税 －

 

少子化問題は我が国の喫緊の課題ですが、医療の現状は、産科医・産婦人科医の不足・偏在によ

って、積極的な取り組みが困難な状況です。今後も将来に亘って分娩施設の減少や産科医・産婦人

科医不足の傾向が続く可能性が指摘されており、少子化対策に資するためには、産科・産婦人科を担

う医師の確保と取り巻く環境の改善が急務となっています。 

現在、社会保険診療報酬に対する事業税非課税の特例措置がありますが、平成 19 年度税制改正

において、個人の事業税の課税対象事業から助産師業が除外されたことを踏まえ、少子化対策として

産科・産婦人科医療支援の更なる充実のため、それらの担い手である医療機関に対しても同趣旨の

措置を講ずるべきであります。そこで、分娩を取り扱う産科・産婦人科に係る自由診療報酬に係る所得

については、事業税の課税対象から除外することを要望します。 

次に、分娩を取り扱う産科・産婦人科を担う診療所については、法人税の 50％軽減措置を講ずるよ

う要望します。 

また、分娩を取り扱う産科・産婦人科を担う医師（個人事業主及び勤務医師）について、その所得税

の 50％軽減措置を講ずるよう要望します。 
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○ 勤務医師不足対策 
 
・ 病院等に勤務する医師の支援として、勤務医師に対して所得税の軽減措置を講ずること。 

－ 所得税 － 

 

全国的な勤務医不足の理由として、勤務医の労働環境の未整備が挙げられておりますが、最早、医療

機関各々の対応では問題解決が困難な状況となっており、抜本的な勤務医の労働環境改善を図る施策を

講じなければ、地域医療の重要な拠点である病院や診療所が支えられなくなります。そこで、地域医療確

保のために、勤務医師の労働環境改善を図る目的で、病院・診療所に勤務する医師に対し、所得税の軽

減措置を講ずることを要望します。  

なお、休日・夜間等の勤務・当直に係る所得・手当については、特段の配慮を求めます。 

（所得税法第 9 条、第 28 条）   

 



 11

○ 事業承継対策 
 
・ 医業を承継する時の相続税・贈与税制度をさらに改善すること。 

－ 相続税・贈与税 － 
 

相続税及び贈与税については、平成 14 年度改正で取引相場のない株式等についての相続税

の課税価格の減額措置の創設、平成 15 年度改正で相続時精算課税制度の創設、相続税・贈与

税の税率構造の見直しなどの改善、平成 16 年度改正で取引相場のない株式等についての相続

税の課税価格の減額措置の上限金額が 3 億円から 10 億円に引き上げ、平成 19 年度改正で取

引相場のない株式等について相続時精算課税制度の特例が創設等され、平成 20 年 10 月施行

の「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」を踏まえ平成 21 年度改正で取引相

場のない株式等についての相続税の納税猶予制度が創設されることとなりました。ただし、

相続時精算課税制度の特例と相続税の納税猶予制度については、医療法人は適用することが

できません。 
しかし、地域医療を確保するには、医療機関の円滑な事業承継がさらに図られ、医業水準

の維持向上が期待できるものであることが望ましいといえます。 
したがって、相続税・贈与税制度については、さらに次の改善をするよう要望します。 

（１）個 人 

① 医業承継資産の課税特例制度の創設 

医業を承継するため相続贈与により医業の用に供している土地・建物・機械・棚卸資産を

取得した場合は、例えば、5年程度の医業の継続と資産の保有を要件として、その課税対象

額の 5割を控除するなどの課税特例制度を創設すること。 

②その他 
・特定事業用宅地等である小規模宅地等の特例対象面積を現行の 400 ㎡から 500 ㎡に拡大す

るとともに、その評価割合を 20％から 10％に引き下げること。 

・死亡保険金・退職金の非課税限度額を引き上げること。 

（２）医療法人 
①相続時精算課税制度の特例の拡充 

   中小企業に対しては、取引相場のない株式等についての相続時精算課税制度の特例が設け

られているが、医業を承継するため出資持分を生前贈与した場合についても、取引相場のな

い株式等についての相続時精算課税制度の特例が適用できるよう、議決権等についての適用

要件を見直すこと。 
②特定事業用資産の課税価格の計算の特例の拡充 
中小企業に対しては、取引相場のない株式等についての相続税の納税猶予制度が創設され

ることとなったが、医業を承継するため相続贈与により取得した出資持分についても、納税

猶予制度を適用できるよう必要な措置を講ずること。 
なお、上記の要望の実現がかなわぬ場合は、医業を承継するため相続贈与により取得した

出資持分について、その相続税評価額の１割を控除する現行の相続税の課税価格の計算の特
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例措置を存続すること。 
③出資の評価方法の改善 
医療法人の出資の評価方法を配当の無い普通法人の株式の評価方法と同じ方法（評価算式の

分母を５とし、分子の配当要素は無配＜０＞とする評価）に改善すること。また、類似業種

比准方式の斟酌率 0.7～0.5 を 0.5 に統一すること。 
④基金の評価方法の改善 

医療法人の基金の評価方法について、基金は他の債権に劣後して回収されることを考慮し、

地上権等に準じて評価減を行うこと。 
 （相続税法第 3 条、第 12 条、第 21 条の 9、第 23 条、措置法第 69 条の 4、第 69 条の 5、第

70 条の 3 の 3、第 70 条の 3 の 4、財産評価基本通達 194-2） 
 
 
（参 考１） 医療法人の出資の評価（平成 20 年度改正） 
○ 医療法人の出資の価額 

               １口当たりの      １口当たりの              
                利益金額の比 × 3  ＋ 純資産価額の比 

    類似業種の比準株価×                      ×（0.7～0.5） 
４ 

（参 考２） 地上権の評価 
○ 地上権の価額 

   地上権が設定されていない場合の時価に、次に定める割合を乗じて算出した金額による。 
（残存期間） 

１０年以下                 
１０年を超え１５年以下 
１５年を超え２０年以下        
２０年を超え２５年以下      
２５年を超え３０年以下及び存続期間の定めのないもの   

３０年を超え３５年以下    
３５年を超え４０年以下    
４０年を超え４５年以下    
４５年を超え５０年以下    
５０年を超えるもの          

（割合） 
０．０５ 
０．１ 
０．２ 
０．3 
０． ４ 
０． ５ 
０． ６ 
０． ７ 
０． ８ 
０．９ 
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○ 設備投資対策 
 
・ 病院等の医療用機器に係る特別償却制度について、中小企業投資促進税制と同等の措置が受

けられるよう、特別控除制度の導入、特別償却率の引き上げ、適用対象となる取得価額の引

き下げの措置を講ずるとともに適用期限を延長すること。 
－ 所得税・法人税 － 

 
 病院等の医療用機器、器具備品並びに看護業務省力化機器は、医療を行う上で必要不可欠なも

のです。医療機関におけるこれら医療機器等への投資は、国民に対して上質な医療を提供するに

あたり不可欠なものであり、手厚く保護されるべきものです。 
しかしながら、医療機器等の特別償却制度は、医療機関の大部分が中小企業者等に該当するに

もかかわらず、中小企業者等が機械装置等を取得した場合の特別償却・特別控除制度（中小企業

投資促進税制）に比し、税制上の措置について見劣りすることが明らかであるため、医療機関に

おける医療機器の取得についても中小企業投資促進税制と同等の措置が受けられるよう、特別控

除制度の導入、特別償却率の引き上げ、適用対象となる取得価額の引き下げの措置を講ずるとと

もに適用期限の延長を強く要望します。 
なお、中小企業投資促進税制について、医療機器を医療の質や効率の向上等に資するものとし

て、事務処理の能率化等に資するものとして財務省令で定める器具及び備品と同様に、適用対象

とするよう要望します。 
 
（措置法第 12 条の 2、第 45 条の 2 第 1 項、第 10 条の 3 第 1 項第 1 号、第 42 条の 6 第 1 項第 1
号） 
 
（参考）医療用機器の特別償却率（適用期限：平成 21 年 3 月 31 日） 
 
  現行 要望 
（１） 医療用機器の特別償却率   
 ① ②以外の医療用機器 １４％ ３０％ 
 ② 医療の安全確保に資する医療用

機器（注） 
２０％ ４０％ 

（２） 適用対象となる取得価額 500 万円以上 160 万円以上 
（３） 特別控除制度 なし 取得価額×７％ 
 
（注） 
＜対象機器＞シリンジポンプ、人工呼吸器、自動錠剤分包機、注射薬自動払出機、患者誤認防止

のバーコードシステム、特殊寝台(低床タイプ) 、分娩監視装置、生体情報モニター等・ナースコ

ール連動システム、調剤監査システム（散剤・水剤）、輸液ポンプ（追加要望） 
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・ 医療法の構造設備基準に適合する病院用建物への建替えおよび有床診療所の療養病床の建替

えに係る特別償却制度の適用期限延長。 

－ 所得税・法人税 － 

 
 平成 13 年度の改正で、医療法の構造設備基準に適合する病院用建物への建替えをした場合の

特別償却制度が創設され、平成 15 年度の改正で、有床診療所の療養病床の建替えについても、

これに準じた制度が創設されましたが、その適用期限を延長するよう要望します。 
（措置法第 45 条の 2 第 3 項、第 12 条の 3） 
 
（参考）特別償却率は、基準取得価額の 15％（適用期限：平成 21 年 3 月 31 日） 
 
 
 
・ 健康保険法・医療法改正に伴う療養病床の特定施設等への転換時及び経過措置期間中に

おける改修に係る特別償却制度の適用期限延長。 

－ 法人税 － 

 
 平成 19 年度の改正で、平成 18 年度健康保険法・医療法改正に伴う療養病床の特定施設等への

転換について、転換時及び経過措置中における建物を改修した場合の特別償却制度が創設されま

したが、その適用期限を延長するよう要望します。 
（措置法第 45 条の 2 第 2 項） 
 
（参考）特別償却率は、基準取得価額の 15％（適用期限：平成 21 年 3 月 31 日） 
    青色申告法人に限定。 
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・ 転換型老健施設に対する固定資産税及び都市計画税について減免措置を講ずること。 

 

－ 固定資産税・都市計画税 － 

      

 
ほとんどの自治体において、保険医療機関の一定の施設について固定資産税等の減免措置

が講じられていますが、療養型病床から老健施設に転換した場合、その転換型老健施設が保

険医療機関ではなくなるため、固定資産税及び都市計画税の減免措置が受けられないことと

なります。 
つきましては、療養型病床から老健施設への転換が円滑に行われるよう、転換型老健施設

に対する固定資産税及び都市計画税について減免措置を講ずることを要望します。 

（地方税法第 6 条、第 367 条） 
 
 
 

・ 病院・診療所用の建物の耐用年数を短縮すること。 
－ 所得税・法人税 － 

 
病院・診療所の建物は、医療法の改正、医学・医療技術の急速な進歩に応じて機能的陳腐化

が著しくなっており、耐用年数の短縮が求められております（実態調査の結果）。 
このようなことから、病院・診療所用の建物の耐用年数を短縮するよう要望します。 

（耐用年数省令別表第一） 
 
（参 考） 病院・診療所用建物の耐用年数 

     （ 区  分 ）              （ 現行 ）     （ 要望 ） 
 〇病院・診療所用建物 
    ・鉄骨鉄筋コンクリート造又は           ３９年            ３１年 
      鉄筋コンクリート造のもの 
  

  
 
 
 
 
 
 
 



 16

・ 医療機関が取得した耐震構造建物、防災構造施設・設備等に係る税制上の特例措置を創設す

ること。  

                     － 所得税・法人税・固定資産税・都市計画税・不動産取得税 － 

 

地震等の災害時において、病院・診療所の医療機能を低下させないようにするため、病院用

建物その他医療施設の耐震構造の強化や災害時に備えた防災構造の医薬品備蓄庫、自家発電装

置等の取得などの普及を図るため、これらを取得した場合の次のような特例措置を創設するこ

とを要望します。 
（１）耐震構造建物、防災構造施設・設備を取得した場合の特別償却制度（30％の特別償却又

は 7％の特別税額控除） 
（２）耐震構造建物、防災構造施設・設備を取得した場合の固定資産税・都市計画税及び不動

産取得税の減免措置 
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○ その他 
 
・ 社会保険診療報酬の所得計算の特例措置（いわゆる四段階制）を存続すること。 

－ 所得税・法人税 － 

 
社会保険医療に対する適正で合理的な診療報酬制度が確立されていない現状で、小規模医療

機関の経営の安定を図り地域医療に専念できるようにするには、現行のいわゆる四段階制によ

る所得計算の特例措置は欠かすことのできないものです。 
したがって、引き続きこの特例措置を存続するよう強く要望します。 

  （措置法第 26 条、第 67 条） 
 

（参  考） 所得計算の特例措置 

 

（ 社会保険診療報酬の金額 ）  （概算経費率） 

2,500 万円以下の金額  72％ 

2,500 万円超  3,000 万円以下の金額  70％ 

3,000 万円超  4,000 万円以下の金額  62％ 

4,000 万円超  5,000 万円以下の金額  57％ 

 

 

・ 基金拠出型医療法人のために医業用資産を現物として基金拠出した場合の、拠出者に対する

譲渡所得課税を拠出時から返還時に繰り延べること。 

 

                                       － 所得税 － 
 

      医療法人設立等のために医業用資産（土地、建物、医療機器等）を現物として基金拠出が

なされた場合には、譲渡所得課税がなされ、さらに基金が劣後債権であるため、税制面の配

慮がなければ基金拠出型医療法人の育成は著しく困難です。 
そこで、基金拠出型医療法人を育成促進するため、基金拠出型医療法人のために医業用資

産を現物基金拠出した場合の、拠出者に対する譲渡所得課税を拠出時から返還時に繰り延べ

ることを要望します。 
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・ 医療法人の法人税率を３０％から２２％に引き下げるとともに、特定医療法人の法人税

は非課税とすること。 
－法人税－ 

 
① 医療法人（医療法の附則による医療法人を含む）は、医療法で剰余金の配当が禁止され営利

を追求することは認められていません。このような制約があるにもかかわらず、営利目的の普

通法人と同じ法人税率により課税されており極めて不合理・不公正です。また、特例民法法人

の行う医療保健業に対する法人税率に比べても不均衡です。したがって、医療法人の法人税率

は、３０％から特例民法法人の法人税率と同率の２２％にするよう要望します。 
② 租税特別措置法に規定する特定医療法人は、公益性の高い法人として地域医療に貢献してい

る医療法人であるため、法人税法上の公益法人等とし、社会福祉法人の医療保健業と同様に法

人税を非課税とするよう要望します。 
（法人税法第 66 条、法人税法施行令第 5 条第 1 項第 29 号ロ、措置法第 67 条の 2、      

医療法第 39 条、医療法附則第 10 条） 
 
 （参 考）法人税率 

（区分）           （現行税率）   （要望税率） 
①普通の医療法人                 30％        22％ 

（中小の医療法人で年 800 万円以下の所得         22％         20％） 

②特定医療法人                   22％       非課税 

(注) 中小の医療法人とは、出資金額１億円以下の医療法人を指す。 
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・  人材投資促進税制の適用期限を延長するとともに、適用対象者を拡充する措置を講ずること。 

                                          － 所得税・法人税 － 

 

     人材投資促進税制は、平成 20 年度税制改正で、見直しの上適用期限が平成 21 年 3 月まで

に延長されましたが、病院、診療所においても他の中小企業者と同様に、勤務医師等の知識・

技能の習得向上のため人材投資への積極的な投資が必要です。 

   また、現行の制度において、一定の規模を超える医療機関は適用対象外となりますが、こ

れらの医療機関にとっても人材投資は極めて重要であります。 

   したがって、人材投資を促進するため、人材投資促進税制の適用期限を延長するとともに、

全ての医療機関が当該制度の適用を受けることができるよう適用対象者を拡充する措置を講

ずることを要望します。 

（措置法第 10 条の 7、第 42 条の 7第 5項） 

 

（参考）人材投資促進税制の概要（平成 20 年度改正） 

・ 教育訓練費の増加額に係る税額控除制度における中小企業者等に係る措置について、労働

費用に占める教育訓練費の割合が中小企業者等のほぼ平均である 0.15%以上の場合に、教

育訓練費の総額に、労働費用に占める教育訓練費の割合に応じた税額控除率（8%～12%）

を乗じた金額を税額控除できる制度に改組したうえ、本措置を中小企業等基盤強化税制の

中に位置づける。 
(注)税額控除率は、次の通りとする。 
  8% ＋ （教育訓練費 ／ 労働費用 － 0.15%） × 40 

・ 中小企業者とは、下記の通り。 
① 常時使用する従業員の数が千人以下の個人。 
② 資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下の法人または資本若しくは出資を有しな

い法人のうち常時使用する従業員の数が千人以下の法人。 
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・ 公益法人制度改革に関わる所要の税制措置を講ずること。 

・ 医師会が行う看護学校等の固定資産税等非課税。 

・ 医師会が行う開放型病院等の固定資産税等減免。 

・ その他の措置。 

 
－ 法人税・登録免許税・固定資産税・都市計画税・不動産取得税 － 

 
（１）医師会が行う開放型病院等に対する課税上の特例 

平成 20 年度税制改正において、医師会が開放型病院・診療所・臨床検査所を経営して行う

医療保健業については、要件を一部見直した上で、引き続き法人税の課税対象から除外され

ることとなったところです。 

さらに未解決の問題について、下記の措置を講ずることを要望します。 

① 特例民法法人から一般社団法人に移行した医師会が行う看護学校等に対する固定資産税・

都市計画税及び不動産取得税については、平成 20 年度税制改正において平成 25 年までの

経過措置として非課税となりましたが、これを恒久措置として非課税とすること。 

② 特例民法法人から一般社団法人に移行した医師会が行う開放型病院等に対する固定資産

税・都市計画税及び不動産取得税について、従来通り恒久措置として減免措置を講ずるこ

と。 

③ 医師会が行う訪問看護ステーション事業等について、法人税の課税対象から除外すること。

並びに、医師会が行う訪問看護ステーション事業等に係る土地・建物についての固定資産

税・都市計画税・不動産取得税及び登録免許税について、減免措置を講ずること。 

④ 医師会が行う開放型病院等に係る土地・建物についての登録免許税の減免措置を講ずるこ

と。 

（法人税法第 2 条第 13 号、法人税法施行令第 5 条第 1 項第 29 号ワ、法人税法施行規則第 5

条、地方税法第 6条、第 348 条第 2項第 9号） 

 

（２）一般社団法人・一般財団法人に移行した無料低額診療事業を行う特例民法法人（福祉病院）

に対する固定資産税・都市計画税及び不動産取得税について、平成 20 年度税制改正において

平成 25 年までの経過措置として非課税等となりましたが、これを恒久措置として非課税等と

することを要望します。 

（地方税法第 73 条の 4 第 1 項第 4 号の 7、第 348 条第 2 項第 10 号の 6、地方税法施行令第

36 条の 10、第 49 条の 15） 


